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各就労継続支援Ｂ型事業所　管理者　　殿　


東京都福祉保健局障害者施策推進部
就労支援担当課長　濵口　定市


工賃向上計画（令和３年度から令和５年度）の提出について（依頼）


　平素より、東京都の障害者福祉施策に御理解と御協力をいただき、深く感謝申し上げます。
この度、「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」（平成24年４月11日付障発
0411第４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に基づき、各事業所につきましては、下記のとおり「工賃向上計画（令和３年度から令和５年度）」を提出いただきますよう、お願いいたします。


記


１　対象事業所
就労継続支援Ｂ型事業所

２　「工賃向上計画」対象期間
令和３年度から令和５年度

３　回答様式
別紙「回答様式「工賃向上計画」」
　　
※　就労継続支援Ｂ型事業所のみ御回答ください。なお、報酬算定区分や加算の有無を問わず、全ての就労継続支援Ｂ型事業所において、工賃向上計画の策定及び提出が必要です。
　　※　計画作成の際は、別添「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」（平成24年４月11日付障発0411第４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）を御参照ください。
※　既に変更届等とあわせて「郵送」で御提出いただいている事業所につきましても、お手数をおかけしますが、改めて以下のとおりメールでの御提出をお願いいたします。

４　回答方法
　　「記載例」を参照の上、必要事項を御記入いただき、メールにて下記アドレス宛御提出ください。なお、御提出の際には、ファイル名の先頭に事業所名を入れてください。

　　提出先：東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課就労支援担当
メールアドレス：S0410818@section.metro.tokyo.jp

５　提出期限
　　令和３年６月10日（木曜日）厳守

６　添付資料
「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」（平成24年４月11日付障発0411第４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

７　その他
[bookmark: _GoBack]「東京都工賃向上計画（令和３年度から令和５年度）」については、確定次第、別途送付いたします。



【問合せ先】
東京都福祉保健局障害者施策推進部
地域生活支援課就労支援担当
電　話：０３－５３２０－４１５８（直通）
ＦＡＸ：０３－５３８８－１４０８

